
海老名市教育委員会

（令和７年１０月定例会議事日程）

日時 令和７年１０月２１日（火）

午後３時００分から

場所 えびなこどもセンター ２階 201会議室

【教育長報告】

【報告事項】

１ 報告第２３号

２ 報告第２４号

【審議事項】

３ 議案第２８号

【審議事項（非公開予定）】

４ 議案第２９号　日程第 令和７年度海老名市奨学生の決定について

　日程第 海老名市教育委員会関係職員の人事異動について

　日程第 条例の一部改正に係る意見の申出について（海老名市学童保育
事業の設備及び運営に関する基準を定める条例）

　日程第 令和７年度末県費負担教職員人事異動方針について



海老名市教育委員会 

１０月 定例会 

【教育長報告】 

１ 主な事業報告 

   ９月２５日（木） 教育委員会９月定例会 

            教育課題研究会 

初任者研修研究授業参観（有馬小） 

    ２６日（金） えびなの教育編集会議 

     ２８日（土） 藤沢市民まつり（海老名中吹奏楽部出演） 

     ２９日（月） フルインクルーシブ教育朝会（門沢橋小） 

            初任者の授業参観（有鹿小） 

          最高経営会議 

          自治体ＤＸ戦略本部会議 

          えびなＳＤＧｓ推進本部会議 

   ３０日（火） 市議会第３回定例会本会議（閉会） 

 

１０月 １日（水） 朝のあいさつ運動（杉本小） 

          教育委員会辞令交付式 

          １０月校長会議 

          令和８年度予算編成会議 

          熊本県教委フルインクルーシブ教育に係る視察 

    ２日（木） 海老名市重要無形文化財認定書交付式 

          県央教育事務所管内教育長会議 

    ３日（金） 子育て支援チーム会議 

          部活動推進協議会 

    ４日（土） ＳＣ相模原「ガミティフェス」（中学生出場） 

    ５日（日） 市中総文ステージ部門発表（合唱部・吹奏楽部） 

 

 

 

 

令和７年 
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    ６日（月） 平井元教育委員宅訪問（教育委員会連合会感謝状贈呈） 

          学校応援団連絡会 

          十五夜豆腐贈呈セレモニー（中新田小） 

          コミュニティ・スクール研修会 

          外国語教育推進協議会 

    ７日（火） 台風２２号情報連絡会 

            １０月教頭会議 

            フルインクルーシブ教育保護者との対話の場 

（えびな支援学校） 

      ８日（水） 体育祭（有馬中） 

            えびなっこしあわせプラン推進委員会 

            社会教育委員会議 

      ９日（木） 市主催研修（学級経営・ベースボール型スポーツ） 

   １０日（金） よりよい授業づくり特別版（柏ケ谷中） 

          えびなの教育編集会議 

          不登校支援団体秋まつり 

     １１日（土） 運動会（有鹿小・中新田小） 

１２日（日） えびな市民文化芸術祭開会セレモニー 

      姉妹都市交流絵画作品展 

           学童保育連絡協議会「教育長と語る会」 

           大谷八幡宮例大祭（お囃子・大谷歌舞伎） 

    １５日（水） 図書館を使った調べる学習コンクール審査 

           みんなで取り組む学校づくり推進委員会 

    １６日（木） フルインクルメタバース対話の場あいさつ撮影 

           びなるーむ野外教育活動出発見送り 

           教育支援委員会 

    １７日（金） 校長連絡会 

           学校予算編成調整会議 

           フルインクルーシブ教育保護者との対話の場（柏ケ谷小） 

           全国学状結果説明会リハーサル 
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１８日（土） 運動会（有馬小・大谷小・上星小・門沢橋小・ 

社家小・今泉小・杉本小） 

   ２０日（月） 県市町村教育長連合会総会 

          令和８年度当初予算編成部内調整会議 

    ２１日（火） 教育委員会１０月定例会 

           教育課題研究会 

           子育て支援チーム会議 

           校長オンラインミーティング 

           臨時校長会議 

           海老名医師会理事会 
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 「活躍の場」 

  私は、あいさつ運動、授業参観、研究授業、運動会・体育祭、各学校のさまざま

な行事、中学校部活動、市教委や各団体の事業などで、こどもたちや教職員、こど

もに係る大人たちの姿を見ることを楽しみにしています。 

  特に、秋は、行事が多く、その機会が増えます。 

  そして、その分、それぞれの活躍の場を目にすることが多くなります。 

  ただ、活躍の場となると、役割を分担したり、発表の場があったりということで、

ひとりひとりすべてのこどもや大人の方々に、その機会があるわけではありません。 

  教員として、学級担任をしていたころは、学級の活動や毎時間の授業、学校行事

などで、クラスのこどもひとりひとりすべてに、活躍の場を設定することを常に心

がけていました。 

  それでは、なぜ、ひとりひとりに活躍の場があるべきなのでしょう。 

  それは、まずは、その場に立つために、ひとりひとりが練習や準備をしてその場

に臨み、結果として、達成感や満足感を得ることができるということです。 

  そして、その場の姿により、ひとりひとりがその存在を多くの人に認められると

いうことです。 

  最後に、一番大事なことは、ひとりひとりのその姿を、他者が評価するというこ

とです。それによって、活躍の場は完結するのです。 

  結果を問わず、 

  「よくがんばったね。」「うまくできたじゃん。」「よかったよ。」など、 

ほんの少しの肯定的な声かけが、たいせつなのです。 

  例えば、代表であいさつをするとかではなく、運動会で、全員でダンスを踊って

いても、それは、ひとりひとりの活躍の場であり、教員やご家族が、自分の学級の

こどもや我が子を見て、ちゃんと声をかけることがたいせつなのです。 

  このことは、大人の人たちの活躍の場、活動でも同じです。 

  「よかったです。ありがとうございます。たすかりました。ありがたいです。」と

いう声が、その人のやりがいや次への意欲につながるのです。 

  私としては、まさに、実りの秋、こどもたちにとって、教育にかかわる大人の人

たちにとって、それぞれの活躍の場が、よき思い出となって、これからの生きる力

につながることを願うところです。 

以上です。 

 

 

※別紙参考  

教職員への便り 令和７年度「いがすたいがすた」 第６号 
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いがすた いがすた 

 明日で、9 月が終わります。 

 8 月末からの第二学期、暑い日が続きました。 

 それだけで、疲れたことでしょう。みなさん、体調はいかがですか。 

 そして、目の前のこどもたちの様子は、いかがでしょうか。 

 一週間ほど前から、朝夕がだいぶ涼しくなり秋めいてきましたが、１０

月も例年より気温が高めということです。 

そのような中で、運動会や体育祭など、さまざまな大きな学校行事が続

く秋です。こどもたちのために、自分たちのために、職員みんなで力を合

わせて、こどもたちひとりひとりの実りの秋を支えてほしいと思います。 

 私としては、みなさんひとりひとりに、行事を終えるたびに、学校とし

ての一体感やみんなで力を合わせてやり遂げた達成感を味わってほしいと

思うところです。 

 それでは、９月、お疲れさまでした。 

 １０月も、引き続き、よろしくお願いします。 

 早朝、今の時期は、東の空に、冬の星座たちが輝いています。スバルか

らシリウスまで、オリオンはもちろん、いくつもの一等星が空一面に広がっ

ています。もし機会があれば、見上げてみてください。 

 『初任者授業参観』 

 ９月に入って、初任者授業参観がはじまりました。 

 私としては、今年も、自分の希望が叶って、教職員となった人たちの、

今の様子を授業参観というかたちで見させていただければと、楽しみにし

ているところです。 

 私も含めて、多くの先輩たちが感じていることでしょうが、自分たちが

初任の頃と比べると、今の初任者は、端的に言えば、優秀です。 

 そして、日々、よくやっていると感心します。 

 やはり、これまで、臨任や非常勤として教壇に立った経験にある人は、

学校の流れがわかっていて、少しは余裕があるように思いますが、初めて

教壇に立つ人は、不安や心配の中で、毎日の授業だけでなく、ひとりひと

りのこどもたちへの対応に、多くの時間と労力を費やし、大変な思いをし

ていることでしょう。何とか、がんばっていることでしょう。 

 教職は、こどもたちともに泣き笑い、ともに成長する、やりがいのある

仕事です。そのはじめの一歩を、私も含めて、先輩たち全員で応援したい

と思いますので、各学校での初任者への支援をよろしくお願いします。 

教育長だより 第 6 号 

2025.9.29 伊藤 文康 
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報告第２３号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　令和７年９月30日及び同年10月１日付けの海老名市教育委員会関係職員の人事異

動について、急施を要したことから臨時に代理し発令したことを報告するため

海老名市教育委員会関係職員の人事異動について

海老名市教育委員会関係職員の人事異動について、海老名市教育委員会教育長に

対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第１項の規定

により臨時に代理し行ったので、同条第２項の規定により報告する。

令和７年10月21日提出

　提案理由
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小　計 合　計

1 人 1 人

小　計 合　計

1 人

1 人

2 人

主事級

主任主事級

4 人

任期付職員 主事補級

任期付職員 主事補級

人　事　異　動　内　訳

 令和７年10月１日付け(昇格、採用、任期更新)

区　分

令和７年10月21日

定例教育委員会資料

教育総務課総務係

 令和７年９月30日付け(任期満了)

区　分
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報告第２４号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に係

る意見の申出について、急施を要したことから臨時に代理し、行ったことを報告す

るため

条例の一部改正に係る意見の申出について（海老名市学童保育事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例）

条例の一部改正に係る意見の申出について、海老名市教育委員会教育長に対する

事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第１項の規定により

臨時に代理し行ったので、同条第２項の規定により報告する。

令和７年10月21日提出

　提案理由
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条例の一部改正に係る意見の申出について 

 

 

１ 概 要  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、海老名市長か

ら意見を求められたため、異論なしとして申出をした。 

 

２ 教育長の臨時代理 

９月25日付けで市長から意見を求められたが、本件は令和７年第３回海老名市議

会定例会に報告したものであり、その対応に急施を要したことから、海老名市教育

委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、教

育長が臨時に代理し、申出をした。 

 

３ 意見を求められた議会の議決を経るべき案件 

海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

４ 海老名市長からの文書 

  別添のとおり 

 

５ 教育委員会からの申出文書 

  別添のとおり 

 

６ スケジュール 

  令和７年９月30日  令和７年第３回海老名市議会定例会 専決処分報告 

 

７ 根拠法令（抜粋） 

 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部

分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議

案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

令和７年 10 月 21 日 

定例教育委員会資料 

教育総務課総務係 
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議案第２８号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　令和７年度末県費負担教職員の人事異動にあたり、方針を定めたいため

令和７年度末県費負担教職員人事異動方針について

　令和７年度末県費負担教職員人事異動方針について、議決を求める。

令和７年10月21日提出

　提案理由
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令和７年度末県費負担教職員人事異動方針について 

 

 

１ 概要 

  神奈川県教育委員会の「神奈川県公立学校教職員人事異動方針」 

 

１ 適材を適所に配置すること。 

２ 教職員の編成を刷新強化すること。 

３ 全県的視野に立って、広く人事交流を行うこと。 

 

上記３項目を基に海老名市の「令和７年度末県費負担教職員人事異動方

針」を決定したい。 

 

 

 

２ 令和７年度末県費負担教職員人事異動方針案 

  別紙のとおり 

 

 

令和７年 10 月 21 日 

定例教育委員会資料 

就学支援課就学支援係 
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令和７年度末県費負担教職員人事異動方針（案） 

 

海老名市教育委員会 
 

 Ⅰ 海老名市方針 

  １ 学校の適正な運営を確保し、教育効果の向上を図るため、年齢、 

経験、同一校勤務年数等からみて、各校の教職員構成の均衡が保 

たれるよう努める。 

   

２ 同一校勤務年数８～１０年の者を異動対象として、学校長の本 

人に対する指導助言をもとに適正な配置を行う。 

   

３ 新規採用者については、初任校勤務年数５年を経過した時点で 

異動対象とする。 

 

     ４ 小・中一貫教育による教育効果の向上を図るため、校種間の異 

動を積極的に行うものとする。 

 

     ５ 教職員の増減等地域の実情を考慮し、他市との交流に努める。 
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Ⅱ 実施上の留意事項 
 

１ 原則として、同一校勤務３年以内の者は、異動の対象としない。但し、 
校種を異にする異動については、行政上特に必要な場合に限り、３年以 
内であっても適正配置の立場から異動の対象とする。 

 

２ 総括教諭については、各学校への配置数の適正化の観点から、本市人 
事方針「２」に限らず適正配置を行う。  

 

３ 本市人事方針「３」は、採用校と同一校で臨時的任用教員年数が２年 
以上の場合は、初任校勤務年数３年を経過した時点で異動対象とする。 

採用校と同一校での臨時的任用教員年数が１年の場合は、初任校勤務 
年数４年を経過した時点で異動対象とする。 

 

４ 休職中、産休中､育児休業中､妊娠中の者及びその予定者は、異動の対

象としない。  

 

５ 特別支援学級担当者については、学校長の指導助言をもとに適正配置

を行う。 

 

６ 中学校においては、特に免許教科を十分考慮し、許可教科担任の解消 

を図る。 
 
７ 小学校、中学校から県立学校等（高等学校、特別支援学校）への異動 

 については、神奈川県公立学校教員の校種間交流要綱等によるものとす 

る。特に特別支援学校との人事交流は計画的に実施する。 

 

８ 県外受験者の把握とその結果と動向については、十分注意する。 

 

９ 市内配置換、特別支援学級の担当希望についても、県外、管内外、県 

立学校への異動手続と併せて行う。 
 

10 勧奨退職・再任用については、充分に趣旨の周知を図り、手続を行う。 
 

11 その他の事項については、神奈川県教育委員会が定めた県費負担教職

員等人事異動要綱に準拠して行う。   
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議案第２９号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名市奨学生選考委員会からの答申に基づき、海老名市奨学生を決定したいた

め

令和７年度海老名市奨学生の決定について

　令和７年度海老名市奨学生の決定について、議決を求める。

令和７年10月21日提出

　提案理由
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